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(57)【要約】
　容器は、側壁（１０）と、容器（Ｒ）の内部に突き出
た球形ドームの形態の底壁（２０）と、上部二重巻締部
（Ｒｓ）によって下方で側壁（１０）に取り付けられた
、環状の球形ドームの形態の上壁（３０）とを備える筒
状本体（１）を有する。底壁（２０）は、容器（Ｒ）の
軸線に対して横断方向の平面に従って配置された、容器
（Ｒ）の内向きに軸方向に後退して離隔された、所定の
円周拡張部を有した少なくとも１つの着座領域（２１）
を画定するように適合され、前記着座領域（２１）は、
垂直方向に積み重ねられた２つの容器（Ｒ）の間に単一
の接触領域を画定するように、垂直方向の積み重ねで下
方に配置された隣接した同一の容器（Ｒ）の上部二重巻
締部（Ｒｓ）のそれぞれの円周拡張部のまわりに装着さ
れ、前記上部二重巻締部（Ｒｓ）上に軸方向に着座され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加圧流体用の容器において、シートメタルで形成された筒状本体（１）を有し、下縁部
（１０ａ）および小径を有する上縁部（１０ｂ）を有した円筒状側壁（１０）と、容器（
Ｒ）の内部に突き出て、下部二重巻締部（Ｒｉ）によって側壁（１０）の下縁部（１０ａ
）に取り付けられた球形ドームの形態の底壁（２０）と、上部二重巻締部（Ｒｓ）によっ
て側壁（１０）の上縁部（１０ｂ）に下方で取り付けられ、中央開口部（Ａ）を画定した
環状の球形ドームの形態の上壁（３０）とを備える容器であって、底壁（２０）が、容器
（Ｒ）の軸に対して横断方向の平面に従って配置された、下部二重巻締部（Ｒｉ）に対し
て軸方向に後退して離隔された所定の円周拡張部を有した少なくとも１つの着座領域（２
１）を、一体部片として画定するように適合され、前記着座領域（２１）が、垂直方向の
積み重ねで下方に配置された隣接した同一の容器（Ｒ）の上部二重巻締部（Ｒｓ）のそれ
ぞれの円周拡張部のまわりおよび上に、垂直方向に積み重ねられた２つの容器（Ｒ）の間
に単一の接触領域を画定するように、それぞれ装着され、軸方向に着座されることを特徴
とする、容器。
【請求項２】
　着座領域（２１）が、垂直方向の積み重ねで下方に配置された容器（Ｒ）の上部二重巻
締部（Ｒｓ）上に着座されるための環状の軸方向停止部分（２１ａ）と、環状の軸方向停
止部分（２１ａ）から下垂し、垂直方向の積み重ねで下方に配置された容器（Ｒ）の前記
上部二重巻締部（Ｒｓ）のまわりに装着されるための案内スカート部分（２１ｂ）とを備
えることを特徴とする、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　底壁（２０）が、容器（Ｒ）の円形外形に沿って均等に角度離隔された少なくとも３つ
の同一の着座領域（２１）を有し、前記着座領域（２１）が、球形ドームの形態の底壁（
２０）の外形から下向きに突き出ることを特徴とする、請求項２に記載の容器。
【請求項４】
　各着座領域（２１）の環状の軸方向停止部分（２１ａ）が、上方で底壁（２０）と一致
した、下方で環状の軸方向停止部分（２１ａ）と一致したアーチ状壁部分（２２）によっ
て底壁（２０）に接続され、各着座領域（２１）の案内スカート部分（２１ｂ）が、円筒
状側壁（１０）の下縁部（１０ａ）に対して後退して離隔された環状の壁部分（２３）に
よって下方で下部二重巻締部（Ｒｉ）に接続されることを特徴とする、請求項３に記載の
容器。
【請求項５】
　環状の壁部分（２３）の半径方向の幅が、側壁（１０）の上縁部（１０ｂ）の、隣接し
た側壁（１０）の上部円筒状部分（１１）に対する直径の縮小分よりも大きく、容器（Ｒ
）の下部二重巻締部（Ｒｉ）を、垂直方向の積み重ねで容器（Ｒ）の直ぐ下に配置された
他の容器（Ｒ）の側壁（１０）の前記上部円筒状部分（１１）から、半径方向外向きに離
隔された状態に維持するようにしたことを特徴とする、請求項４に記載の容器。
【請求項６】
　着座領域（２１）の案内スカート部分（２１ｂ）が実質的な円錐台形状を有して、小さ
い内径が、上部二重巻締部（Ｒｓ）の外径と実質的に同一であることを特徴とする、請求
項４に記載の容器。
【請求項７】
　容器の上部二重巻締部（Ｒｓ）のまわりに着脱可能にしっかりと下方部分が装着される
側壁（１０）と、容器Ｒの上壁（３０）から離隔された頂壁（４２）とを有した、逆さに
された円筒状カップの形態の蓋（４０）を担持した容器であって、着座領域（２１）が、
側壁（４１）の上縁領域のそれぞれの円周拡張部のまわりに装着され、垂直方向の積み重
ねで下方に配置された容器（Ｒ）の蓋（４０）の頂壁（４２）の周辺領域のそれぞれの円
周拡張部上に軸方向に着座され、前記着座領域（２１）が積み重ねられた２つの容器の間
で単一の接触領域を画定することを特徴とする、請求項１に記載の容器。
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【請求項８】
　着座領域（２１）が、それぞれの蓋（４０）が設けられた前記容器（Ｒ）の垂直方向の
積み重ねで下方に配置された容器（Ｒ）の蓋（４０）の頂壁（４２）の周辺領域のそれぞ
れの円周拡張部上に軸方向に着座されるための環状の軸方向停止部分（２１ａ）と、環状
の軸方向停止部分（２１ａ）から下垂し、直ぐ下の前記容器（Ｒ）の蓋（４０）の側壁（
４１）の上縁領域のそれぞれの円周拡張部のまわりにきっちりと装着されるための案内ス
カート部分（２１ｂ）とを備えることを特徴とする、請求項７に記載の容器。
【請求項９】
　底壁（２０）が、容器（Ｒ）の円形外形に沿って均等に角度離隔された少なくとも３つ
の同一の着座領域（２１）を有し、前記着座領域（２１）が、球形ドームの形態の底壁（
２０）の外形から下向きに突き出ることを特徴とする、請求項８に記載の容器。
【請求項１０】
　各着座領域（２１）の環状の軸方向停止部分（２１ａ）が、上方で底壁（２０）と一致
した、下方で環状の軸方向停止部分（２１ａ）と一致したアーチ状壁部分（２２）によっ
て底壁（２０）に接続され、各着座領域（２１）の案内スカート部分（２１ｂ）が、円筒
状側壁（１０）の下縁部（１０ａ）に対して後退して離隔された環状の壁部分（２３）に
よって下方で下部二重巻締部（Ｒｉ）に接続されることを特徴とする、請求項９に記載の
容器。
【請求項１１】
　底壁（２０）が、容器（Ｒ）の円形外形の全体に沿って連続的に延ばされた着座領域（
２１）において、垂直方向の積み重ねで下方に配置された容器（Ｒ）の上部二重巻締部（
Ｒｓ）上に着座されるための環状の軸方向停止部分（２１ａ）と、環状の軸方向停止部分
（２１ａ）から下垂し、積み重ねで下方に配置された前記容器（Ｒ）の上部二重巻締部（
Ｒｓ）のまわりに装着されるための案内スカート部分（２１ｂ）とを備える着座領域（２
１）を有することを特徴とする、請求項１に記載の容器。
【請求項１２】
　底壁（２０）が、環状の軸方向停止部分（２１ａ）内で一体部片として半径方向に延在
する下部周辺縁部（２０ａ）を有し、案内スカート部分（２１ｂ）が、容器（Ｒ）の円筒
状側壁（１０）の上縁部（１０ａ）に対して後退して離隔された環状の壁部分（２３）に
よって、下部二重巻締部（Ｒ）に下方で接続されることを特徴とする、請求項１１に記載
の容器。
【請求項１３】
　環状の壁部分（２３）の半径方向の幅が、側壁（１０）の上縁部（１０ｂ）の、隣接し
た側壁（１０）の上部円筒状部分（１１）に対する直径の縮小分よりも大きく、容器（Ｒ
）の下部二重巻締部（Ｒｉ）を、垂直方向の積み重ねで容器（Ｒ）の直ぐ下に配置された
他の容器（Ｒ）の側壁（１０）の前記上部円筒状部分（１１）から、半径方向外向きに離
隔された状態に維持するようにしたことを特徴とする、請求項１２に記載の容器。
【請求項１４】
　着座領域（２１）の案内スカート部分（２１ｂ）が実質的な円錐台形状を有し、小さな
内径が、上部二重巻締部（Ｒｓ）の外径と実質的に同一であることを特徴とする、請求項
１２に記載の容器。
【請求項１５】
　容器（Ｒ）の上部二重巻締部（Ｒｓ）のまわりに着脱可能にしっかりと下方部分が装着
される側壁（４１）と、容器（Ｒ）を覆ったその上壁（３０）から離隔された頂壁（４２
）とを有した、逆さにされた円筒状カップの形態の蓋（４０）を担持した容器であって、
環状の軸方向停止部分（２１ａ）が、それぞれの蓋（４０）が設けられた前記容器（Ｒ）
の垂直方向の積み重ねで下方に配置された容器（Ｒ）の蓋（４０）の頂壁（４２）の周辺
領域上に軸方向に着座される一方、案内スカート部分（２１ｂ）が、積み重ねで直ぐ下方
に配置された前記容器（Ｒ）の蓋（４０）の側壁（４１）の上縁領域のまわりにきっちり
と装着されることを特徴とする、請求項１２に記載の容器。
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【請求項１６】
　着座領域（２１）の案内スカート部分（２１ｂ）が、それが頂壁（４２）に接続される
その上縁領域内に、蓋（４０）の側壁（４１）の外径よりもそれぞれ小さいおよび大きい
内径とを有した実質的な円錐台形状を有することを特徴とする、請求項１５に記載の容器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートメタルで構築された容器において、通常、ガス加圧流体を含み、噴霧
剤でよく見られるように噴射弁によってガス加圧流体を噴霧するためのデバイスとして使
用されるタイプの容器に関する。本発明は特に、同じ構造を有した他の容器上に容器が安
全に垂直方向に積み重ねられることが可能であるように、通常内側に向いた球形ドームに
構成された、容器の下方壁の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術から、噴霧剤、ガス、および類似の流体混合物用の容器において、シートメタ
ルから形成された筒状本体を有し、円筒状側壁と、容器の内部に突き出て、下部二重巻締
部によって側壁に取り付けられた球形ドームの形態の底壁と、容器から外向きに突き出て
、上部二重巻締部によって下方で側壁に取り付けられた、噴霧流体の噴流を放出するよう
に最終使用者によって作動されるように典型的な弁が中に適合された中央開口部を画定し
た、環状の球形ドームの形態の上壁とを備える容器がよく知られている。
【０００３】
　球形ドームの形態の下壁と上壁を有した、上述の知られている容器の構造は、容器の底
壁が積み重ね内の直ぐ下の容器の上壁または蓋上に着座した、垂直方向位置での前記容器
の積み重ねにおいて困難を生じる。
【０００４】
　未だ噴霧弁のない状態の容器の形成から、消費者への販売箇所におけるその配置に至る
までの様々な時点で、これらの容器を垂直方向に積み重ねることは望ましい。
【０００５】
　知られている通り、これらの容器はシートメタルで製造され、包装され、充填会社（充
填業者）に送られて、未だ噴霧弁の取り除かれた状態で内容物（加圧流体）が充填される
。充填会社に移送されるこれらの容器を缶製造会社で包装するには、一般的に厚紙製のシ
ートを用意することが必要であり、それらが容器（未だ弁および蓋がない）の層ごとの上
壁上に着座される。容器は箱または他のタイプの包装の内部で垂直方向に並んで配置され
るが、容器の上層は中間支持シート上に着座され、これが、各包装内の層数が達成される
まで連続する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この従来技術の解決法は、容器を垂直方向に配置して多数の層に積み重ねることを可能
にするが、中間支持シートを用意することを必要とする不便さがあり、上下に重ねられた
容器同士の水平方向（半径方向）の相対的な変位に対して相互保持または相互ロックをも
たらさず、側壁同士の間で望ましくない衝撃を発生させてしまう。側壁の外側には保管さ
れている内容物およびその製造者を識別するための販売促進用メッセージがリトグラフ印
刷されている。これらの衝撃は、特に容器の下部二重巻締部が隣接容器の側壁に当たると
き、これらの容器の円筒状側壁の外側の仕上げを損傷する可能性がある。この不都合の結
果、取り扱いと充填業者への出荷の際に発生する側部の衝撃による、容器損傷の程度を軽
減するための解決策が一般的に用いられている。解決法は、下部二重巻締部を缶の円筒外
形の軸方向突出部の内部に維持するために、下部二重巻締部を内向きに変形させることか
らなる。この解決法では、前記容器を製造するのに追加の比較的複雑な作業が必要となる
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。
【０００７】
　本明細書で検討されているタイプの容器は、底壁と上壁の球形ドーム形状、特に底壁の
形状によって、未だ噴霧弁の取り除かれた容器同士を安全に垂直方向に積み重ねることが
できないことに加えて、充填業者において噴霧弁および知られている上蓋を受け取った後
にも安全に垂直方向に積み重ねすることができない。
【０００８】
　上蓋は全体として円筒形の逆さにされたカップの形状を有し、上部二重巻締部のまわり
に側壁が装着され、平坦な頂壁が軸方向の隙間を有して上壁とそこに既に設置された弁を
覆うが、容器の底壁の球形ドーム形状は、垂直方向の積み重ねで、それが直ぐ下に配置さ
れた容器の蓋上に、半径方向のロックによって安全に装着されるようにしない。現在の容
器のこの特徴は、充填業者から販売箇所までの容器の包装および移送を危うくし、そのコ
ストを増大させ、さらに、例えばゴンドラまたは棚内で最終消費者に対して陳列される容
器の配置に制限をもたらす。
【０００９】
　加圧流体用の知られている容器を積み重ねることに対する制限に応じて、本発明の目的
は、高内圧に対して構造的に耐久性のあるタイプの容器において、シートメタルの厚みを
増大する必要なく、下に積み重ねられた同一容器の上に直接、噴霧弁および上蓋が取り除
かれた状態と、既に充填された容器に、噴霧弁を覆うように通常の上蓋が設けられた状態
との両方で、垂直位置で安全に積み重ねられることが可能であるタイプの容器を提供する
ことである。
【００１０】
　本発明のさらなる目的は、上述の通りの容器において、容器の筒状本体の側壁外形の軸
方向突出部から半径方向に外向きに突き出たその下部二重巻締部を有することが可能であ
りながら、この事実が、これらの容器が、並んだ垂直方向の積み重ねで保管および移送さ
れる際にこれらの容器の外側のリトグラフに損傷を生じない容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の目的と、本明細書に沿って取り扱われる他の目的が、下縁部および小直径を有し
た上縁部を有した円筒状側壁と、容器の内部に突き出て、下部二重巻締部によって側壁の
下縁部に取り付けられた球形ドームの形態の底壁と、上部二重巻締部によって下方で側壁
の上縁部に取り付けられ、中央開口部を画定し、環状の球形ドームの形態である上壁とを
備えるタイプの容器によって達成される。
【００１２】
　本発明によると、底壁は、容器の軸線に対して横断方向の平面に従って配置された、下
部二重巻締部に対して軸方向に後退して離隔された所定の円周拡張部を有した少なくとも
１つの着座領域を、一体部片として画定するように適合され、前記着座領域は、垂直方向
に積み重ねられた２つの容器の間に単一の接触領域を画定するように、垂直方向の積み重
ねで下方に配置された隣接した同一の容器の上部二重巻締部のそれぞれの円周拡張部のま
わりおよびその上に、装着され、軸方向に着座される。
【００１３】
　容器の底壁の着座領域は、積み重ねで下方に配置された容器上に取り付けられた蓋の側
壁の上縁領域のそれぞれの円周拡張部のまわりにも装着されるように構築され、前記着座
領域は前記蓋の頂壁の周辺領域上にも軸方向に着座されている。
【００１４】
　本明細書で提案されている構造は、容器の底壁が、未だ噴霧弁および蓋がない状態の、
積み重なり内で直ぐ下に配置された容器の上部二重巻締部上に、また前記下方に配置され
た容器上に装着された蓋の上縁領域上にも半径方向に装着およびロックされることを可能
にして、２つの容器の間の相対的な横断方向の変位を防止する。
【００１５】
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　実施例としてここに掲げられた同封の図面を参照して、本発明について以下に説明がな
される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明によって構築された容器の、噴霧弁および蓋が取り除かれた、底壁の第
１実施形態を示した直径縦断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに規定され、同じ構造を有した容器の上部二重巻締部上に着座された底
壁を備える容器の下方部分の拡大直径断面図である。
【図１Ｃ】底壁の構造と、積み重ねで下方に配置された容器の上部二重巻締部上への底壁
の着座とをより充分に示す、図１Ｂの一部の拡大詳細図である。
【図１Ｄ】図１Ａ、図１Ｂおよび図１Ｃで示された、底壁の第１実施形態の僅かに拡大さ
れた底平面図である。
【図１Ｅ】図１Ｂの図と類似であるが、部分的に断面化され、隣接して配置された垂直方
向の２つの積み重ねを示した図である。
【図２Ａ】噴霧弁および蓋が取り除かれ、底壁の第２実施形態を示す、本発明によって構
築された容器の直径縦断面図である。
【図２Ｂ】図２Ａで規定され、同じ構造を有した容器の上部二重巻締部上に着座された底
壁を備える容器の下部分の拡大直径断面図である。
【図２Ｃ】底壁の構造と、積み重ねで下方に配置された容器の上部二重巻締部上への底壁
の着座とをより充分に示す、図２Ｂの一部の拡大詳細図である。
【図２Ｄ】図２Ａ、図２Ｂ、および図２Ｃに示された、底壁の第１実施形態の僅かに拡大
された底平面図である。
【図３Ａ】図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｄで示された底壁を備えて構築され、容
器の上部二重巻締部のまわりに上蓋を装着して担持した容器の直径縦断面図である。
【図３Ｂ】図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｄで規定され、積み重ねで直ぐ下に配置
された同一容器の上蓋上に底壁が着座された容器の下部分の拡大直径断面図である。
【図３Ｃ】下方に配置された容器の蓋上への底壁の着座をより充分に示す、図３Ｂの一部
の拡大詳細図である。
【図３Ｄ】図３Ｂの図と類似しているが、部分的に断面化され、隣接して配置された２つ
の垂直方向の積み重ねを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　ここで示され、先に述べられたように、本発明は、円筒状缶の形態の容器が高内圧に耐
えるように構築されることを必要とする噴霧剤などの加圧流体を保管し、噴霧するための
タイプの容器Ｒに関する。
【００１８】
　本明細書で検討されているタイプの容器Ｒは、シートメタルで形成された、包装された
内容物およびその製造者を表し、一般にリトグラフによって得られるメッセージが外側に
設けられた円筒状側壁１０を備える筒状本体１を有し、前記側壁１０は側壁１０の直径よ
りも小さな直径を備える下縁部１０ａと上縁部１０ｂとを有する。
【００１９】
　これらの容器Ｒはその側壁１０を、前記容器Ｒの全高の３分の２を占めるように有し、
容器Ｒの上３分の１の区域は、筒状本体１の側壁１０の直径よりも小さな直径を備える上
部円筒状部分１１を有し、前記上部円筒状部分１１は、円筒状ネック部１１ｂへの移行の
ための直径縮小を、一般的には凹状アーク１１ａで上方に有し、その上端部に、側壁１０
の上縁部１０ｂが画定される。したがって、側壁１０の上縁部１０ｂは、図１Ａ、図２Ａ
、および図３Ａで充分に示されているように、側壁１０の直径よりも実質的に小さな直径
を有する。
【００２０】
　筒状本体１は、容器Ｒの内部に突き出た球形ドームの形態の底壁２０をさらに備える。
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底壁２０は、従来通りの方法、即ち筒状本体１の側壁１０の外形の軸方向突出部から半径
方向外向きに突き出ることによって形成された下部二重巻締部Ｒｉによって側壁１０の下
縁部１０ａに取り付けられる。筒状本体１は、筒状本体１から外向きに突き出た、環状の
球形ドームの形態の上壁３０をさらに備える。上壁３０は、上部二重巻締部Ｒｓによって
側壁１０の上縁部１０ｂに下方で取り付けられ、中央開口部Ａを、容器Ｒの縦軸線に対し
て横断方向の平面内に位置決めし、かつ側壁１０の上縁部１０ｂが位置付けられた平面よ
りも上向きに変位させて画定している。
【００２１】
　図３Ａ、図３Ｂ、および図３Ｃでより充分に示されているように、容器Ｒには全体に円
筒状の逆さにされたカップの形態の蓋４０が設けられている。蓋４０は、容器Ｒの上部二
重巻締部のまわりに着脱可能にしっかりと下部分が装着される側壁４１と、容器Ｒの上壁
３０から離隔され、中央開口部Ａを覆う頂壁４２とを備え、中央開口部Ａ内には通常、容
器Ｒ内に含まれるべき内容物の充填会社によって、知られている構造の、本発明の一部を
形成しない噴霧弁（図示せず）が取り付けられる。前記噴霧弁が中央開口部Ａから上向き
に突き出る高さを考慮して、蓋４０は、側壁１０の上部円筒状部分１１の移行部分１１ａ
上に着座されると同時に、噴霧弁から上方に離隔されるのに充分な高さを有している。
【００２２】
　図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｄで示されているように、第１の構造的実施形態
では、容器Ｒが有する底壁２０には、一体部片として、容器Ｒの円形外形全体に沿って円
周方向に連続的に延在する着座領域２１が１つだけ設けられ、また底壁２０は、前記容器
の垂直方向の積み重ねで下方に積み重ねられた容器Ｒの上部二重巻締部Ｒｓ上に着座され
るための環状の軸方向停止部分２１ａと、また積み重ねで下方に配置された前記容器Ｒの
上部二重巻締部Ｒｓのまわりに装着されるための、環状の軸方向停止部分２１ａから下垂
した案内スカート部分２１ｂとを備える。
【００２３】
　上述の構造は、容器Ｒが、その底壁２０を、直ぐ下に配置された容器の上部二重巻締部
Ｒｓ上で半径方向の相対的な変位に対して安全に装着および保持されるように有すること
を可能にし、前記着座領域２１は２つの容器Ｒの間に単一の接触領域を画定する。本明細
書で、図１Ｂおよび図１Ｃで示された積み重ねの解決法は、缶の製造会社によって製造さ
れ、未だ噴霧弁および蓋４０が取り除かれている状態のそれらの容器Ｒに関するものであ
ることが理解されるべきである。それは、これらの要素が、保管されるべき内容物の充填
業者によって後で容器Ｒ内に取り付けられることによる。
【００２４】
　底壁２０が連続した着座領域２１を１つだけ有している図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、およ
び図１Ｄ内で示された構造では、前記底壁２０は、前記環状の軸方向停止部分２１ａ内で
一体部片として半径方向に延在する下部周辺縁部２０ａを有し、案内スカート部分２１ｂ
は、容器Ｒの円筒状側壁１０の下縁部１０ａに対して後退して離隔された環状の壁部分２
３を通して、下方で下部二重巻締部Ｒｉに接続されている。
【００２５】
　図１Ｃでより充分に示されているように、環状の壁部分２３の半径方向の幅は、側壁１
０の上縁部１０ｂの、隣接した側壁１０の上部円筒状部分１１に対する直径の縮小分より
も大きく、前記容器同士が垂直方向に積み重ねられた際に、容器Ｒの下部二重巻締部Ｒｉ
を、容器Ｒの直ぐ下に配置された他の容器Ｒの側壁１０の前記上部円筒状部分１１から、
半径方向外向きに離隔された状態に維持するようにしている。
【００２６】
　好ましくは、着座領域２１の案内スカート部分２１ｂは、実質的に円錐台形状を有し、
小さな内径は、上部二重巻締部Ｒｓの外径と実質的に同じまたは僅かに大きい。案内スカ
ート部分２１ｂのこの構造は、前記容器の製造で用いられる所定の寸法誤差を考慮しても
、上の容器Ｒの底壁と、直ぐ下の容器Ｒの上部二重巻締部Ｒｓとの間のきっちりとした装
着を、特にその二重巻締部内で得ることを可能にする。



(8) JP 2010-537896 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

【００２７】
　図１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｄで示された構造では、底壁２０は、その球形ド
ーム部分を、容器Ｒの基部の外形全体の中間領域しか占めないように有していることが観
察され得る。これは、着座領域２１が、環状の壁部分２３と関連して中間の中央球形ドー
ムの半径方向の拡張部を補完していることによる。言い換えれば、底壁２０はその球形ド
ームを、単一の着座領域２１と環状の壁部分２３との接合部によって画定される環状領域
に対して半径方向内側に画定して有する。
【００２８】
　図１Ｂおよび図１Ｃで観察され得るように、着座領域２１を組み込んだ底壁２０の構築
は、積み重ねで、下の容器Ｒの上壁３０と上の容器Ｒの底壁２０とが接触しないように、
また上の容器Ｒの下部二重巻締部Ｒｉの領域が下の容器Ｒの側壁１０に対して接触しない
ような方法で、噴霧弁および蓋４０が取り除かれたこれらの容器Ｒの２つを積み重ねるこ
とを可能にする。
【００２９】
　図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、および図３Ｄは、内容物の充填会社および販売箇所によって
望まれるように、蓋４０が設けられ、その状態で垂直方向に積み重ねられる場合での、図
１Ａ、図１Ｂ、図１Ｃ、および図１Ｅの容器Ｒを示している。これは、本明細書で提案さ
れている解決法が、容器の上部および噴霧弁を取り囲む蓋４０が設けられた容器Ｒが、前
記容器の落下と側面仕上げの損傷との危険を冒さずに安全に積み重ねられることを可能に
することによる。
【００３０】
　図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、および図３Ｄでより充分に留意されるように、容器Ｒの底壁
２０の環状の軸方向停止部分２１ａは、前記容器Ｒの垂直方向の積み重ねで下方に配置さ
れた容器Ｒの蓋４０の頂壁４２の周辺領域状に軸方向に着座され、これに対し上の容器Ｒ
の底壁２０の案内スカート部分２１ｂは、前記積み重ねで直ぐ下方に配置された容器Ｒの
蓋４０の側壁４１の上縁領域のまわりにきっちりと装着される。
【００３１】
　ここで分かるように、これらの容器を構成する要素の寸法誤差のばらつきを考慮しても
、着座領域２１の案内スカート部分２１ｂの円錐台形状は、着座領域２１が蓋４０のまわ
りに着座されるのを可能にして、２つの容器の間に半径方向の相互ロックを作り出す。し
たがって、円錐台形状の案内スカート部分２１ｂは、蓋４０の側壁４１の外径よりも小さ
な小内径と、蓋４０の前記側壁４１の内径よりも大きな大内径とを、側壁４１が頂壁４２
に接続されるその上縁領域内に有している。図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ、および図２Ｄは、
容器Ｒの底壁２０の第２構造形態を示している。この第２実施形態では、底壁２０は、容
器Ｒの円形外形に沿って均等に角度離隔された少なくとも３つの着座領域２１を有し、前
記着座領域２１は、球形ドームの形態の底壁２０の外形から下向きに突き出ている。この
実施形態で観察され得るように、底壁２０は、その球形ドーム形状の下縁部を下部二重巻
締部Ｒｉに直接接続させて、底壁２０の前記球形ドーム形状の局部的変形によって多数の
着座領域２１が得られている。
【００３２】
　各着座領域２１の構造は、本明細書でコメントされた他の図面内に示された第１実施形
態について既に前述された構造と同じである。しかしながら、この第２実施形態では、各
着座領域２１の環状の軸方向停止部分２１ａは、上方で底壁２０と一致した、下方で環状
の軸方向停止部分２１ａと一致したアーチ状壁部分２２によって底壁２０に接続され、各
着座領域２１の案内スカート部分２１ｂも、円筒状側壁１０の下縁部１０ａに対して後退
して離隔された環状の壁部分２３によって下方で下部二重巻締部Ｒｉに接続されている。
【００３３】
　前記容器の垂直方向の積み重ねで直ぐ下に配置された容器Ｒの上部二重巻締部Ｒｓまた
は蓋４０への多数の着座領域２１の着座は、底壁２０の第１実施形態に関して既に述べら
れた方法と全く同じ方法で実施されることが理解されるべきである。しかしながら、上の
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容器の底壁と下の容器の上部二重巻締部Ｒｓまたは蓋４０との間の支持領域は、容器の全
円周ではなく、各着座領域２１内に画定された円周方向拡張部内にのみ画定されることに
留意すべきである。
【００３４】
　同封された図面で示されているように、着座領域２１の実施形態とは関係なく、単一ま
たは多数であろうと、底壁２０への一体部片としてのその組み込みは、応力の集中を防止
するために、アーチ状相互接続領域によって行われる。応力の集中は、このタイプの容器
Ｒの内部に維持される圧力レベルに応じて前記底壁２０に必要とされる耐久力に対して有
害である。
【００３５】
　本発明の容器Ｒの底壁２０の構造について、本発明の実施形態が２つだけ本明細書で示
されたが、本明細書に付随する請求項で規定された構造概念から逸脱せずに、前記着座領
域２１を形成するための要素の形態および物理的構成に変更がなされ得ることが理解され
るべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図１Ｅ】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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